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器
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る
。

１人分の栄養価
エネルギー…62kcal
たんぱく質…1.7g　脂質…1.5g
カルシウム…48mg　塩分…0.0g

材
料（
４
人
分
）

人参 40g
牛乳 80ml
砂糖 40g
プレーンヨーグルト 100g
ゼラチン （１袋）５g
水 大さじ１
水 50ml
ハーブ ４枚

｛
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　健康づくりのイベントや検診などの対象事業に参加することで、スタンプを集めて賞品
　（健康関連グッズ）と交換できる仕組みです。

　保健センターだより　
健
康
づ
く
り

推
進
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

スタンプを集めて健康寿命を伸ばしましょう！
問保健センター　☎ 52-4999

◇参加方法
　対象事業に参加してスタンプを押してもらいま

しょう！毎年参加、大歓迎！
①個人で健康に関する目標を立て１ヵ月以上実践
（必須）。簡単なことから始めてみましょう。

②町主催の健康教室、講座、イベントなどに参加
③がん検診、特定健康診査などを受診
◇対象年齢
　40 歳以上の田布施町民
◇実施期間
　５月～ 12 月
◇賞品交換場所・期間
　場所：保健センター
　期間：12 月２日（水）～ 25 日（金）
◇スタンプカード
　スタンプカードは健康保険課、保健センターにあ

ります。また、町ホームページからもダウンロー
ドできます。

◆健康スタンプラリーとは

◆今年度からスタンプ数２個で賞品がもらえます！

「たぶせ・いきいき健康スタンプラリー」実施中！あなたはもう始めていますか？

事業名 内容

自己目標達成

（必須）

自己目標を立て１カ月以上継続

［例］毎日 30 分ウォーキング、

計るだけダイエット（体重測定）、

血圧測定、禁煙など

健康づくり

事業

健康まるごと講座、いきいき講

座、料理教室など

検診事業
町主催のがん検診、歯科健康診

査、特定健康診査など

◇対象事業

私も「毎日 30 分剣道の
素振り」の目標を立てて
取り組んでいます。
ぜひ皆さんも参加してく
ださい！

長信町長も実践中！

【
献
立
提
供
　
増
野  

貴
美
恵
先
生
】



人口と世帯

… 人口 …
15,783  人

（増減－ 15 人）

… 男 …
7,514  人 

… 女 …
8,269  人 

… 世帯 …
7,007 世帯

（７月１日現在）

今月の納期

８月・９月

休日・夜間納税（相談）窓口

◇納付場所　  町役場１階 税務課窓口

◇対象および内容の問合せ先

■休日昼間納税（相談）窓口（８:30 ～ 17:00）
　８月 30日（日）　９月 27日（日）

■平日夜間納税（相談）窓口（～ 20:00）
　８月 31日（月）　９月 30日（水）

　滞納が続くと、納期から本税（料）
納付までの経過日数に応じて延滞金が
加算されます。督促手数料や延滞金を
含めて完納とならない場合、滞納処分
を受けることになります。
　やむを得ず納期限までに納付できな
い事情のある人などの納付に関する相
談もお受けします。

　町県民税・固定資産税・軽自動車税
　　　　　　………税　務　課　　☎ 52-5804
　国民健康保険税
　後期高齢者医療保険料・介護保険料
　　　　　　………健康保険課　　☎ 52-5809
　保育料および児童クラブ保育料
　　　　　　………町民福祉課　　☎ 52-5810
　町営住宅使用料および駐車場使用料
　　　　　　………建　設　課　　☎ 52-5807

　下水道受益者負担金
　　　　　　………建　設　課　　☎ 52-5817

○町県民税	 （２期）
○国民健康保険税・介護保険料
　後期高齢者医療保険料	 （２期）
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日本脳炎予防接種はお済みですか？

▼特例対象者
　平成７年４月２日～平成 19 年４月１日生ま

れの人は、20 歳未満の間、日本脳炎の定期
予防接種を受けることができます。

　日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事
例があったため、平成 17 年度から平成 21
年度まで、予防接種のご案内を行いませんで
した。その後、新たなワクチンが開発され、
現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けら
れるようになっています。母子健康手帳で確
認の上、不足回数を受けましょう。

▼標準的な接種方法

　予防接種を希望する人は予診票をお渡ししま
すので、母子健康手帳を持参の上、保健セン
ターへお越しください。

▼予診票について
　平成 27 年度に 18 歳になる人には、平成 27

年４月に日本脳炎予防接種のお知らせと予診
票を送付しています。

１期 ３回（初回２回、追加１回）

２期 １回（１期終了後４～５年）

問保健センター　☎ 52-4999


